
社会福祉法人(保育所)の新会計基準への移行処理について 

  新会計基準への移行時期は、平成 24年 4月１日から、平成 27年 3月 31日まで

です。  

新会計基準への移行時には、勘定科目の組み換え、財務諸表等の表示区分の変更、

リース会計や退職給付会計などの導入に伴う会計処理の導入、評価基準･評価方法

等の相違から生じる会計数値の差異の調整などが必要となります。 

 

 

  １．保育所を経営する事業で用いる勘定科目の組み換え 

水道光熱費(支出)、燃料費(支出)、賃借料(支出)、保険料(支出)の科目については、

原則事業費のみに計上できることとなります。 

ただし、299号通知に係る第一段階の弾力的運用が認められないケースについては、

事業費・事務費双方に計上することになります。 

弾力的運用がクリアできていることがポイントです。 

その他、会計単位の区分の変更や、一年基準(ワンイヤールール)の導入等により、

勘定科目の設定についての変更が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．事業区分・拠点区分・サービス区分について 

独立した会計単位が 

事業区分等に変更となる図式 

 

 

事業区分 

  社会福祉事業、公益事業、収益事業の３区分です。 

 

拠点区分 

  同一法人で、複数の事業所（拠点）を運営している場合、その事業所（拠点） 

単位で財務諸表を作成し、経営の実態にあわせた予算管理ができるように、拠点 

区分を設定します。 

 

一法人で複数の保育所を経営する場合は、それぞれの施設ごとに独立した拠点区分と

なります。「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱いについて」に記載があります。 

社会福祉法人 

○○福祉会 

社会福祉事業 公益事業 収益事業 

 

拠点区分 

○○保育園 

拠点区分 

○○保育園 

 

サービス区分 

本部 

サービス区分 

保育所 

サービス区分 

一時預かり事業 

拠点事業 

サービス区分 

地域子育て支援拠点事業 



 

※ ただし、社会福祉事業と一体的に実施されている小規模な公益事業は、以前からと同様

に主な事業に支障を及ぼさない範囲で、当該社会福祉事業と同一の拠点区分に含めて会計を

処理することができます。 Q&A(問 21) 

 

 

※ 道路を挟んで別の建物により運営している施設･事業所は・・・ 

予算及び組織管理上、一体的に運営される小規模な事業は、同一の拠点区分として会計処理が可

能です。 Q&A（問 22） 

 

 

 

サービス区分 

 拠点区分の内訳がサービス区分です。 

介護保険サービスと障がい福祉サービスにおいては、事業の会計を区分すべきことが、定

められている事業をサービス区分としますが、保育所は、法人の定款に定める事業ごとに

区分します。 

 

例として、一拠点の保育所で実施される事業において、 

 

・保育所 

・地域子育て支援拠点事業      などがサービス区分となります。 

・一時預かり事業 

 

※ ただし、「運用指針」では、上記 3 区分は同一のサービス区分として差し支えな

いとされています。 

 

本部会計の区分 

 当事務所では、予算を把握できる拠点区分とすることを勧めますが、運用指針では、自

主的な決定で、拠点区分又はサービス区分（貸付金が、残っている場合サービス区分間貸

付金残高明細書の作成義務あり）の選択ができます。 

 

 

 

 

 



３．財務諸表について 

 

 新会計基準では、社会福祉法人は、財務諸表(資金収支計算書、事業活動計算書、 

貸借対照表)、附属明細書、財産目録を作成することになります。 

 

 

財務諸表の種類 

 

第 1 号の 1 様式 → 資金収支計算書 

第 2 号の 1 様式 → 事業活動計算書                  法人全体を表示 

第 3 号の 1 様式 → 貸借対照表 

 

第 1 号の 2 様式 → 資金収支内訳表   （事業別） 

第 2 号の 2 様式 → 事業活動計算内訳  （事業別）            事業区分ごとに 

第 3 号の 2 様式 → 貸借対照表内訳表 （事業別）            表示 

 

第 1 号の 3 様式 → ○○事業区分資金収支内訳表  （拠点区分別） 

第 2 号の 3 様式 → ○○事業区分事業活動計算内訳表（拠点区分別）    拠点区分ごとに表示 

第 3 号の 3 様式 → ○○事業区分貸借対照表内訳表 （拠点区分別） 

 

第 1 号の 4 様式 → ○○拠点区分資金収支計算書  

第 2 号の 4 様式 → ○○拠点区分事業活動計算書             拠点区分ごとにそれ 

第 3 号の 4 様式 → ○○拠点区分貸借対照表               ぞれ財務諸表を作成 

   

 

上記財務諸表に加えて、 

保育所については、各拠点区分で行うそれぞれの事業ごとの資金収支状況を把握する必

要があるため、○拠点区分資金収支明細書（別紙 3 サービス区分別の附属明細書）を作成

することになります。このとき、○拠点区分事業活動明細書の作成は省略できます。 

 

 

 

 

 

 



財務諸表の作成を省略できる場合 

 

（1）事業区分が社会福祉事業のみの法人の場合、第 1 号の 2 様式、第 2 号の 2 様式、

第 3 号の 2 様式の作成を省略できます。 

（2）拠点区分が 1 つの法人の場合は、第 1 号の 2 様式、第 1 号の 3 様式、第 2 号の 2

様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 2 様式、第 3 号の 3 様式の作成を省略できま

す。 

 （3）拠点区分が 1 つの事業区分の場合は、第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号

の 3 様式の作成を省略できます。 

（4）サービス区分が 1 つの拠点区分の場合は、拠点区分資金収支明細書、拠点区分事

業活動明細書の作成を省略できます。 

 

下記の図は、拠点区分が 1 つの法人の場合で（上記（2）の場合）、本部をサービス区

分とした場合に作成する財務諸表のイメージです。※印は作成不要です。 

 

 

             第 1 号の 1 様式 → 資金収支計算書 

第 2 号の 1 様式 → 事業活動計算書 

第 3 号の 1 様式 → 貸借対照表 

 

 

             第 1 号の 2 様式 → 資金収支内訳表   （事業別） 

第 2 号の 2 様式 → 事業活動計算内訳  （事業別）    ※ 

第 3 号の 2 様式 → 貸借対照表内訳表 （事業別） 

 

             第 1 号の 3 様式 → ○○事業区分資金収支内訳表 （拠点区分別） 

第 2 号の 3 様式 → ○○事業区分事業活動計算内訳表(拠点区分別）  

第 3 号の 3 様式 → ○○事業区分貸借対照表内訳表（拠点区分別） 

 

第 1 号の 4 様式 → ○○拠点区分資金収支計算書 

第 2 号の 4 様式 → ○○拠点区分事業活動計算書 

第 3 号の 4 様式 → ○○拠点区分貸借対照表 

 

（附属明細書） 

             別紙 3 ○○拠点区分 資金収支明細書（サービス区分別） 

別紙 4 ○○拠点区分 事業活動明細書（サービス区分別）  ※ 

社会福祉法人 

○○福祉会 

社会福祉事業 

拠点区分 

○○保育園 

サービス区分 

本部 

サービス区分 

保育所 



４．財務諸表の注記について 

財務諸表に注記しなければならない事項は、会計基準の第 5 章に（1）～（15）まで

列挙されています。 

  

（12）関連当事者との取引の内容について 

1. 関連当事者とは   「会計基準注解」の（注 22） 

 

（1） 当該社会福祉法人の役員及びその近親者 

（2） 前項の該当者が議決権の過半数を有している法人  とあります。  

 

   また、運用指針の 22.に、関連当事者の範囲が示されています。 

上記 1．（1）当該社会福祉法人の役員及びその近親者とは、 

 

ア. 役員及びその近親者 

（3 親等内の親族及びこの者と特別の関係にあるもの）



５．国庫補助金等特別積立金について 

 新会計基準では、固定資産以外（10 万円未満の初度設備等）についても、各拠点区分

で国庫補助金等特別積立金に計上することになります。（Q＆A 問 9） 

 10 万円未満の初度設備等に対応する国庫補助金等特別積立金は、初度設備を購入した

年度に国庫補助金等特別積立金を積立てた上で、同年度に取崩しを行います。 

 

※ 旧基準との取り扱いの違い 

国庫補助金等により取得した資産の減価償却に対応する国庫補助金等特別積立金取崩

額は、旧基準では、事業活動収支計算書の事業活動収支の部の収入に計上されていました

が、新基準では、事業活動計算書のサービス活動費用に控除項目として計上します。 

 

 国庫補助金等特別積立金の対象となった基本財産等が破棄され又は売却された場合に

は、旧基準では、事業活動収支計算書の特別収支の部の収入に計上されていましたが、新

基準では、事業活動計算書の特別費用に控除項目として計上します。 

 

６．リース会計について 

リース契約で使用するリース物件を資産として、リース債務を負債として貸借対照表に

計上することとなりました。 

 ・ファイナンス･リース取引･･･通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理が必要 

     →リース資産について、主な資産の種類や減価償却の方法等を財務諸表へ注記する。 

      ・オペレーティング･リース取引･･･通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理が 

必要 

   →解約不能のものに係る未経過リース料は、貸借対照日後 1 年以内のリース期間に 

係るものと、1 年を超えるリース期間に係るものとに区分して注記する。 

    ただし、リース契約 1 件あたりのリース料総額が 300 万円以下の場合には、通常

の賃貸借取引としての処理が可能です。 

移行時には現在のリース契約の内容を確認することが必要となります。 


